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消
防
団
と
は
？

 

「
自
ら
の
地
域
は
自
ら
守
る
」
と
い

う
精
神
に
基
づ
き
、
地
元
地
域
の
消

防
・
防
災
活
動
を
行
う
組
織
で
す
。

消
防
団
の
特
性

　
消
防
団
の
構
成
員
で
あ
る
団
員
は
、

権
限
と
責
任
を
有
す
る
非
常
勤
特
別

職
の
地
方
公
務
員
で
あ
る
一
方
、
他

に
本
業
を
持
ち
な
が
ら
、
自
ら
の
意

思
に
基
づ
く
参
加
、
す
な
わ
ち
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
性
格
も
併
せ
有

し
て
い
ま
す
。

消
防
団
の
役
割

　
消
防
団
は
、
消
防
活
動
の
み
な
ら

ず
、
地
震
や
風
水
害
等
の
大
規
模
災

害
時
に
多
数
の
動
員
を
必
要
と
す

る
救
助
救
出
活
動
、
避
難
誘
導
、
災

害
防
護
活
動
な
ど
、
非
常
に
重
要
な

役
割
を
担
う
他
、
巡
回
広
報
な
ど
の

地
域
に
密
着
し
た
活
動
を
展
開
し
て

お
り
、
地
域
に
お
け
る
消
防
力
の
向

上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

す
。

◯
募
集
人
員
　
若
干
名

◯
募
集
期
限

　
２
月
１
日
㈫
～
２
月
28
日
㈪

◯
任
用
開
始

　
４
月
１
日
㈮
か
ら

◯
任
用
要
件

・
町
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
す

　
る
者

・
年
齢
満
18
歳
以
上
の
者

◯
報
酬
等

・
年
額
報
酬
の
支
給

・
出
動
回
数
に
応
じ
た
支
給

・
公
務
災
害
補
償
の
適
用

・
退
職
報
償
金
の
支
給

◯
応
募
方
法

　
消
防
団
事
務
局
（
役
場
生
活

安
全
課
）
ま
で
お
電
話
く
だ

さ
い
。

女
性
の
活
躍
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　
女
性
消
防
団
員
数
は
全
国
で
年
々

増
加
し
て
お
り
、
令
和
３
年
４
月
１

日
現
在
、
約
２
万
７
千
人
（
全
体
の

3.4
％
）
の
女
性
が
消
防
団
員
と
し
て

活
躍
し
て
い
ま
す
。

女
性
消
防
団
員
の
取
組

　
次
の
よ
う
な
取
組
を
で
き
る
範
囲

で
無
理
な
く
行
っ
て
い
ま
す
。

（
活
動
例
）

・
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
普
及
促
進

・
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
宅
の
防
火

訪
問

・
住
民
に
対
す
る
防
災
教
育

・
防
火
広
報
、
防
火
紙
芝
居
　
等

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
安
心
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

女性
消防団員を
募集します

■
■
■
■      

■
■
■
■

　
人
権
と
は
、
私
た
ち
が
幸
せ
に

生
き
る
た
め
の
権
利
で
、
人
種
や
民

族
、
性
別
を
超
え
て
万
人
に
共
通
し

た
一
人
ひ
と
り
に
備
わ
っ
た
権
利
で

す
。
人
権
は
難
し
い
も
の
と
考
え
ら

れ
が
ち
で
す
が
、
私
た
ち
の
生
活
と

密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

常
に
関
心
を
も
っ
て
自
分
の
問
題
と

し
て
考
え
て
く
だ
さ
い
。

○
同
和
問
題
の
解
決
に
は

　
同
和
問
題
と
は
、
日
本
社
会
の

歴
史
的
過
程
で
形
づ
く
ら
れ
た
身

分
的
差
別
に
よ
っ
て
、
国
民
の
一

部
の
人
々
が
長
い
間
、
経
済
的
、

社
会
的
、
文
化
的
に
低
い
状
態
を

強
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
同
和
問

題
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
今
な

お
結
婚
を
妨
げ
ら
れ
た
り
、
就
職

で
不
公
平
に
扱
わ
れ
た
り
、
そ
の

他
、
日
常
生
活
の
上
で
い
ろ
い
ろ

な
差
別
を
受
け
る
と
い
う
、
重
大

な
人
権
問
題
で
す
。

　
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
、
国
民

一
人
ひ
と
り
が
同
和
問
題
に
つ
い

て
、
一
層
理
解
を
深
め
、
自
ら
の

意
識
を
見
つ
め
直
す
と
と
も
に
、

自
ら
を
啓
発
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
現
在
も
な
お
部
落
差
別
が
存
在

す
る
と
と
も
に
、
情
報
化
の
進

展
に
伴
っ
て
部
落
差
別
に
関
す
る

状
況
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
平
成
28
年
12
月
16
日

に
、
部
落
差
別
の
解
消
を
推
進
し
、

も
っ
て
部
落
差
別
の
な
い
社
会
を

実
現
す
る
た
め
、「
部
落
差
別
の
解

消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
公

布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
で
地
方
公
共
団
体

は
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を

踏
ま
え
た
連
携
を
図
り
つ
つ
、
部

落
差
別
に
関
す
る
相
談
に
的
確
に

応
ず
る
た
め
の
体
制
の
充
実
に
努

め
る
こ
と
や
、
地
域
の
実
情
に
応

じ
、
部
落
差
別
を
解
消
す
る
た
め

の
必
要
な
教
育
や
啓
発
に
努
め
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
町
と
し
て
も
、
引
き
続
き
差
別

意
識
の
解
消
に
向
け
た
啓
発
活
動

や
人
権
教
育
な
ど
、
同
和
問
題
が

解
決
さ
れ
る
よ
う
取
組
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

人 

権
は
身 

近 

な
も
の
で
す


